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お
し
ら
せ 

 

■
胃
が
ん
検
診
の
実
施
に
つ

い
て 

・
胃
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
（
バ
リ

ウ
ム
検
査
）
日
程 

本
庄
市
保
健
セ
ン
タ
ー
会
場 

５
月
７
日
㈪
、
８
日
㈫
、
10
日
㈭
、

14
日
㈪
、
15
日
㈫
、
16
日
㈬
、
17

日
㈭
、
18
日
㈮ 

児
玉
保
健
セ
ン
タ
ー
会
場 

５
月
23
日
㈬
、
25
日
㈮ 

《
両
会
場
共
通
》 

受
付
時
間 
午
前
９
時
〜
10
時 

対
象
者 

40
歳
以
上 

料
金 

９
０
０
円 

※
５
月
15
日
㈫
と
25
日
㈮
は
手

話
通
訳
が
あ
り
ま
す
。 

※
受
診
券
が
４
月
中
に
届
か
な
い

人
は
、
左
記
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。 

★
本
庄
市
保
健
セ
ン
タ
ー
5
（２４）

２
０
０
３ 

 

■
歯
周
疾
患
検
診
変
更
の
お

知
ら
せ 

歯
周
疾
患
検
診
が
市
か
ら
指
定

さ
れ
た
歯
科
医
院
で
個
別
に
受
診

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

指
定
歯
科
医
院
に
は
ポ
ス
タ
ー
が

掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
詳
し
く

は
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

対
象
者 

今
年
度
40
歳
・
50
歳
・

60
歳
・
70
歳
に
な
る
人 

受
診
方
法 

事
前
に
歯
科
医
院
で
予

約
を
し
て
、
保
険
証
を
持
っ
て
、

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。（
受
診
券
等

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。） 

実
施
期
間 

５
月
１
日
〜
12
月

28
日 

★
本
庄
市
保
健
セ
ン
タ
ー
5
（２４）

２
０
０
３ 

 

■
ご
み
の
収
集
・
自
己
搬
入
が

中
止
に
な
り
ま
す 

 

小
山
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の

点
検
の
た
め
、
５
月
４
日
㈷
は
、

ご
み
の
収
集
・
自
己
搬
入
が
休
み

に
な
り
ま
す
。
金
曜
日
に
ご
み
の

収
集
が
あ
る
地
域
に
お
住
ま
い
の

人
は
、
ご
家
庭
で
の
保
管
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
４
月
30
日
㉁
・
５
月
３

日
㈷
は
収
集
を
行
い
ま
す
。 

★
環
境
推
進
課
5
(25)
１
１
７
２
、

総
合
支
所
経
済
環
境
課
5
（７２）
１

３
３
１
（
内
線
２
２
６
） 
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■６月 1日（金）から給水装置新設の申請時に納付する水道加入金が改定されます 
 給水区域内の給水装置の新設（新たに水道を引く）工事のときに納付していただく水道加入金は、水道需要 

者のみなさんの増加に伴い必要とされる水道施設増強のための経費の一部に当てられる重要な財源です。 

 現在、本庄市の水道加入金は、合併前の旧本庄市、旧児玉町の金額がそのまま引き継がれている状況です。 

市では、地域による差をなくし、市民のみなさんの負担を公平にするため、条例改正を行いました。 

 なお、口径別の新水道加入金は下の表のとおりです。 

   

 

  

 

   

  

      

 

 

 

 

                       ★水道課5（22）２１５１、児玉水道課5（72）０２３６ 

口径 
６月１日から 

本庄市新水道加入金（税込） 

５月３１日まで 

本庄市水道事業区域内（税込）

５月３１日まで 

児玉水道事業区域内（税込）

13ｍｍ １００，０００円 ８４，０００円 １５０，０００円

20ｍｍ ２２０，０００円 ２１０，０００円 ２５０，０００円

25ｍｍ ４８０，０００円 ４２０，０００円 ６５０，０００円

30ｍｍ 廃 止 ― １，０００，０００円

40ｍｍ １，４７０，０００円 １，３６５，０００円 ２，０００，０００円

50ｍｍ ２，６２５，０００円 ２，４１５，０００円 ３，０００，０００円

75ｍｍ ６，６１５，０００円 ５，７７５，０００円 ７，５００，０００円

100ｍｍ 随時市長が定める １０，９２０，０００円 １２，０００，０００円

150ｍｍ 随時市長が定める １９，９５０，０００円 随時市長が定める

200ｍｍ 随時市長が定める 随時市長が定める 随時市長が定める

 



広報ほんじょうおしらせ版 ２

■
介
護
保
険
被
保
険
者
証
に

つ
い
て 

現
在
交
付
し
て
い
る
介
護
保
険

被
保
険
者
証
は
、
制
度
改
正
に
よ

り
、
有
効
期
限
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
本
庄
地
域
に
お
住
ま

い
の
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
有
効

期
限
が
記
載
さ
れ
た
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
人
が
い
ま
す
。
ま
た
、

児
玉
地
域
に
お
住
ま
い
の
み
な
さ

ん
の
中
に
は
、
濃
い
緑
色
の｢

児
玉

町｣

と
記
載
さ
れ
た
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
人
が
い
ま
す
。 

市
で
は
、
前
記
の
被
保
険
者
証

を
新
し
い
被
保
険
者
証
に
一
斉
交

換
す
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
介

護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
新
し

い
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
る

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。 

な
お
、
新
し
い
介
護
保
険
被
保

険
者
証
と
交
換
し
た
い
場
合
は
、

お
持
ち
の
被
保
険
者
証
を
、
介
護

い
き
が
い
課
お
よ
び
総
合
支
所
健

康
福
祉
課
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

★
介
護
い
き
が
い
課
5
(25)
１
７

１
９
、
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

5
(72)
１
３
３
１
（
内
線
３
１
３
） 

 

■
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
自

動
車
等
燃
料
費
助
成
制
度
が

変
わ
り
ま
す 

 

４
月
か
ら
、
重
度
心
身
障
害
者

に
限
ら
れ
て
い
た
自
動
車
等
燃
料

費
助
成
制
度
が
次
の
よ
う
に
変
わ

り
ま
す
。 

対
象
者 

市
内
に
住
む
運
転
免
許

お
よ
び
自
動
車
の
所
有
者
で
、

自
ら
自
動
車
ま
た
は
バ
イ
ク
を

運
転
し
て
い
て
、
次
に
該
当
す

る
人
（
施
設
入
所
者
は
除
く
。） 

①
身
体
障
害
者
（
１
・
２
級
） 

 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人 

②
知
的
障
害
者
（
Ⓐ
・
Ａ
） 

 

埼
玉
県
療
育
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人 

③
②
の
人
と
生
計
を
と
も
に
す
る

親
族
で
、
②
の
人
の
移
動
支
援

を
主
に
行
っ
て
い
る
人 

 

④
精
神
障
害
者
（
１
・
２
級
） 

 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人 

※
希
望
す
る
人
は
、
事
前
に
登
録 

申
請
が
必
要
な
の
で
、
福
祉
課
窓 

口
へ 

必
要
書
類 

①
印
鑑 

②
自
動
車
検
査
証 

③
運
転
者
の
自
動
車
運
転
免
許
証 

④
障
害
者
手
帳 

⑤
対
象
者
名
義
の
預
金
通
帳
（
郵

便
局
を
除
く
） 

※
な
お
、
自
動
車
等
燃
料
費
助
成 

を
受
け
る
人
は
、
重
度
心
身
障
害 

者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付 

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。 

★
福
祉
課
5
(25)
１
１
２
５
・
FAX                  

 

（２３）
１
９
６
３ 

                                  

                                  

                                  

■
心
身
障
害
者
の
「
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
」
が
減
免
に
な
り
ま
す 

 
 

下
の
表
に
該
当
す
る
範
囲
の
心
身
障
害
者
が
、 

通
院
・
通
学
や
生
業
等
の
た
め
に
使
用
す
る
普
通 

自
動
車
・
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
障
害
者
一
人 

に
つ
き
１
台
に
限
り
、
自
動
車
税･

軽
自
動
車
税･

 

自
動
車
取
得
税
が
減
免
に
な
り
ま
す
。 

（
上
限
額
４
万
５
千
円
。
た
だ
し
、
重
課
対
象
の 

車
は
４
万
９
千
５
百
円
。
自
動
車
取
得
税
は
上
限 

15
万
円
。） 

対
象 

車
両
の
所
有
者
が
「
障
害
者
本
人
」
ま
た 

は
「
生
計
を
と
も
に
す
る
人
」
で
、
運
転
者
が 

｢

障
害
者
本
人
」「
生
計
を
と
も
に
す
る
人
」
の 

場
合
、
お
よ
び
「
減
免
の
対
象
と
な
る
障
害
者 

の
み
の
世
帯
が
所
有
す
る
車
両
を
常
時
介
護
す 

る
人
が
運
転
す
る
」
場
合 

 ◎
普
通
自
動
車
の
手
続
き
は 

 
 
 

普
通
自
動
車
の
減
免
申
請
を
す
る
人
に
は
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
次
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、
５
月
31

日
㈭
ま
で
に
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は
健
康
福
祉
課
（
総
合
支
所
１
階
）
ま
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。
す

で
に
減
免
登
録
が
済
ん
で
い
る
人
は
改
め
て
申
請
を
行
な
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
６
月
１
日
㈮
以
降

に
申
請
し
た
場
合
は
、
申
請
の
翌
月
か
ら
そ
の
年
度
の
３
月
分
ま
で
が
上
限
の
範
囲
内
で
減
免
さ
れ
ま
す
。 

※
所
有
者
・
運
転
者
と
も
に
障
害
者
本
人
の
場
合
、
証
明
書
は
不
要
で
す
。
直
接
、
県
税
事
務
所
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。 

持
参
す
る
も
の 

①
納
税
通
知
書 

②
自
動
車
運
転
免
許
証 

③
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神 

 

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
自
立
支
援
医
療
費
受
給
者
証 

④
印
鑑 

⑤
自
動
車
検
査
証 

◎
軽
自
動
車
等
の
手
続
き
は 

 
 
 

軽
自
動
車
等
の
減
免
申
請
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
は
不
要
で
す
。
直
接
、
課
税
課
（
市
役
所
１
階
）
で
５
月
24

日
㈭
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
継
続
申
請
の
人
の
み
総
合
支
所
内
収
納
課
児
玉
税
務
係
で
も
手
続
き

が
で
き
ま
す
。） 

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ 

★
福
祉
課
5
(25)
１
１
２
５
・
FAX

(23)
１
９
６
３
、
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
5
(72)
１
３
３
１
（
内
線
３
１
１
）・
FAX

(72)
１

６
３
０
、
課
税
課
5
(25)
１
１
２
２
、
総
合
支
所
内
収
納
課
児
玉
税
務
係
5
(72)
１
３
３
１
（
内
線
３
２
２
）・
FAX

(72)

１
６
３
０
、
本
庄
県
税
事
務
所
課
税
担
当
5
(22)
６
１
５
３
・
FAX

(22)
２
８
４
４ 

障害区分 障害の程度 

視覚 
１～３級・４級の一部（両眼

の視力の和が 0.09～0.12） 

聴覚 ２･３級 

平衡機能 ３級 

音声機能または言語機能 
３級（こう頭が摘出された場

合に限る） 

上肢 １･２級 

下肢 １～６級 

体幹 １～３級および５級 

上肢機能 

 

１･２級 

 

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による運

動機能障害 
移動機能 １～６級 

心臓、じん臓、呼吸器 １･３級 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 １･３級 

小腸の機能障害 １･３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害 
１～３級 

知的障害 Ⓐ・Ａ 

精神障害 １級（自立支援医療費の受給者）



 平成1９年４月15日号 ３

■
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
対
象
施
設
を
拡

大
し
ま
し
た 

 
市
で
は
、
環
境
に
配
慮
す
る
た

め
、

25
の
市
施
設
で
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４

０
０
１
の
運
用
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
18
年
10
月
か
ら
、
次

の
14
施
設
を
新
た
な
対
象
施
設

と
し
て
運
用
を
開
始
し
、
３
月
に

正
式
な
対
象
施
設
と
し
て
登
録
さ

れ
ま
し
た
。 

新
た
な
対
象
施
設 

・
児
玉
総
合
支
所
、
セ
ル
デ
ィ
、

児
玉
公
民
館
、
共
和
公
民
館
、

久
美
塚
保
育
所
、
金
屋
保
育
所
、

秋
平
保
育
所
、
本
泉
保
育
所
、

共
和
保
育
所
、
エ
コ
ー
ピ
ア
、

東
台
会
館
、
児
玉
隣
保
館
、
児

玉
保
健
セ
ン
タ
ー
、
児
玉
浄
水

場 

★
環
境
推
進
課
5
(25)
１
１
７
３ 

 

■
保
育
所
保
護
者
負
担
金
（
保

育
料
）
と
多
子
軽
減
制
度
が
一

部
改
正
に
な
り
ま
す 

 

平
成
19
年
４
月
よ
り
保
育
料

の
国
の
徴
収
基
準
額
が
改
正
さ
れ
、

保
育
料
表
階
層
区
分
Ｄ
の
部
第
９

の
項
及
び
第
10
の
項
中
所
得
税

額
「
一
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
が
「
一

八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
保
育
料
が
引

き
下
げ
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
保
育
料
の
多
子
軽
減
制

度
で
は
、「
同
一
世
帯
か
ら
２
人
以

上
同
時
に
保
育
所
を
利
用
し
て
い

る
場
合
」
が
、「
同
一
世
帯
か
ら
２

人
以
上
同
時
に
保
育
所
、
幼
稚
園

又
は
認
定
子
ど
も
園
を
利
用
し
て

い
る
場
合
」
に
対
象
範
囲
が
拡
大

さ
れ
、
２
人
目
以
降
の
軽
減
の
順

位
に
つ
い
て
も
年
齢
が
高
い
順
に

数
え
る
こ
と
に
改
正
さ
れ
ま
す
。 

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ 

★
保
育
課
5
(25)
１
１
２
８
、
総
合

支
所
健
康
福
祉
課
5
（７２）
１
３
３

１
（
内
線
３
１
６
） 

       

■
平
成
19
年
度
梅
花
保
育
園

子
育
て
支
援
事
業
の
ご
案
内 

梅
花
保
育
園
で
は
、
今
年
度
も

子
育
て
支
援
事
業
を
行
な
い
ま
す
。

年
間
登
録
制
で
、
た
く
さ
ん
の
人

に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
Ｇ
Ｏ

―
Ｇ
Ｏ
―
バ
ス
や
も
ぐ
も
ぐ
ク
ッ

キ
ン
グ
な
ど
昨
年
度
人
気
の
コ
ー

ス
に
加
え
、
今
年
度
は
食
育
と
保

健
の
内
容
も
充
実
さ
せ
て
い
き
ま

す
。
登
録
の
受
付
は
、
お
子
さ
ん

と
一
緒
に
４
月
18
日
㈬
、
19
日
㈭

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で
受
け
付

け
ま
す
。
そ
の
後
も
随
時
受
け
付

け
ま
す
。
登
録
料
５
０
０
円
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。 

＊
詳
し
く
は
梅
花
保
育
園
5
（２２）

４
４
７
４
へ 

 

■
恩
給
欠
格
者
・
戦
後
強
制
抑

留
者
・
引
揚
者
の
み
な
さ
ん
へ 

 

旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け

て
い
な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
、

ソ
連
や
モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
抑
留
さ

れ
た
人
、
終
戦
に
と
も
な
い
本
邦

以
外
の
地
域
か
ら
引
揚
げ
て
こ
ら

れ
た
人
「
ご
本
人
」
に
、
あ
ら
た

め
て
慰
め
、
い
た
わ
り
の
意
を
表

す
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
名
の
特

別
慰
労
品
を
贈
呈
し
ま
す
。 

過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書 

状
等
を
受
け
た
人
、
書
状
等
の
請

求
を
し
な
か
っ
た
人
も
対
象
と
な

り
ま
す
。 

①
恩
給
欠
格
者 

旅
行
券
等
引
換

券
等
ま
た
は
銀
杯
（
実
１
年
以

上
で
外
地
、
内
地
に
よ
り
異
な

り
ま
す
） 

②
戦
後
強
制
抑
留
者 

旅
行
券
等

引
換
券
等 

③
引
揚
者 
銀
杯 

請
求
期
間 

平
成
21
年
３
月
31

日
ま
で 

※
請
求
書
は
、
福
祉
課
ま
た
は
総 

合
支
所
健
康
福
祉
課
の
窓
口
に
お 

い
て
あ
り
ま
す
。 

＊
詳
し
く
は
独
立
行
政
法
人
平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金
5
０
１
２

０
―
２
３
４
―
９
３
３
へ 

催 

し 
 

■
つ
き
み
荘
青
空
市
を
開
催 

つ
き
み
荘
で
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、
出
店

者
を
募
集
し
ま
す
。 

日
時 

５
月
３
日
㈷ 

午
前
10

時
〜
午
後
３
時
（
雨
天
の
場
合

は
、
館
内
で
行
い
ま
す
。
） 

会
場 

つ
き
み
荘
駐
車
場 

＊
出
店
者
の
申
し
込
み
は
、
４
月

15
日
㈰
か
ら
25
日
㈬
ま
で
に

つ
き
み
荘
・
新
井
5
（２２）
３
６
９

６
へ 

 

募 

集 
 

■
本
庄
市
学
校
ふ
れ
あ
い
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
追
加
募
集 

資
格 

学
校
教
育
に
理
解
が
あ
り
、

子
ど
も
の
悩
み
相
談
や
教
育
活

動
へ
の
支
援
を
し
て
く
れ
る
人

で
、
昭
和
22
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
市
内
在
住
の
人

（
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。
） 

仕
事
内
容 

(1)
各
教
育
活
動
、
学
校
行
事
、
部

活
動
の
支
援 

(2)
個
々
の
特
技
を
生
か
し
た
学

校
へ
の
支
援
（
パ
ソ
コ
ン
、
書

道
、
手
芸
、
外
国
語
（
英
語
）
、

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
）  

   
   
   
   
 

(3)
相
談
活
動
等 

勤
務
条
件 

 

(1)
勤
務
時
間 

１
日
４
時
間
（
校

長
が
指
定
す
る
）
半
年
間
で
75

日
間 

 

(2)
謝
金  

１
日
３
、
０
０
０
円 

 

勤
務
場
所  

市
内
小
・
中
学
校
等 

募
集
人
員 

若
干
名 

申
込 

所
定
の
応
募
書
類
（
学
校 

教
育
課
に
用
意
）
を
そ
ろ
え
て
、

４
月
16
日
㈪
か
ら
27
日
㈮
ま

で
に
直
接
左
記
へ 

★
学
校
教
育
課
5
(25)
１
１
８
３ 

 

■
「
求
人
企
業
合
同
説
明
会
」

参
加
企
業
の
募
集
に
つ
い
て 

本
庄
地
区
雇
用
対
策
協
議
会
で

は
、
平
成
20
年
学
卒
者
お
よ
び
既

卒
者
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。 

 

こ
の
機
会
に
求
人
を
考
え
て
い

る
企
業
・
事
業
所
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。 

開
催
日
時 

６
月
２
日
㈯ 

午
後

１
時
〜 

会
場 

本
庄
商
工
会
議
所
ま
た
は 

中
央
公
民
館
を
予
定 

参
加
負
担
金 

一
企
業
・
事
業
所

に
つ
き
５
０
、
０
０
０
円 

＊
申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ
は

左
記
へ 

★
本
庄
地
区
雇
用
対
策
協
議
会
事

務
局
（
本
庄
商
工
会
議
所
内
）
5

（２２）
５
２
４
１ 
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講
座
・
教
室 

 

■
手
話
講
習
会
「
初
級
講
座
」

参
加
者
募
集 

日
時 

 

５
月
17
日
か
ら
11
月
８

日
ま
で
（
た
だ
し
７
月
20
日
〜

９
月
５
日
を
除
く
）
の
毎
週
木

曜
日
（
全
20
日
40
時
間
）
午

後
１
時
〜
３
時 

会
場 

本
庄
市
民
プ
ラ
ザ 

対
象 

入
門
講
座
を
修
了
し
た
人 

定
員 

25
人
（
先
着
順
） 

費
用 

教
材
費
実
費
（
必
要
に
応 

じ
て
テ
キ
ス
ト
を
購
入
し
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
） 

＊
申
し
込
み
は
、
４
月
23
日
㈪
か

ら
５
月
11
日
㈮
ま
で
に
左
記
へ 

★
福
祉
課
5
(25)
１
１
２
５
・
FAX                  

 

（２３）
１
９
６
３ 

ス
ポ
ー
ツ 

 

■
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
教
室

を
開
催 

日
時 

５
月
７
日
か
ら
28
日
ま
で

の
毎
週
月
曜
日 

全
４
回 

午

前
９
時
〜
正
午 

会
場 

市
民
第
２
グ
ラ
ウ
ン
ド 

対
象 

市
内
在
住･

在
勤･

在
学
者 

定
員 

50
人 

 

参
加
費 

無
料 

講
師 

市
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協

会
指
導
者 

申
込 
５
月
１
日
㈫
ま
で
に
電
話

ま
た
は
直
接
左
記
へ 

★
体
育
課
5
(25)
１
１
５
２ 

 

■
柔
道
教
室
を
開
催 

日
時 

５
月
９
日
か
ら
６
月
20
日

ま
で
の
毎
週
水
曜
日 

全
７
回 

午
後
６
時
30
分
〜
８
時
30
分 

会
場 

武
道
館 

対
象 

小
学
生
以
上 

定
員 

40
人  

 

参
加
費 

無
料 

講
師 

市
柔
道
連
盟
指
導
者 

申
込 

４
月
20
日
㈮
か
ら
電
話
ま

た
は
直
接
左
記
へ 

※
柔
道
着
貸
与
あ
り 

★
体
育
課
5
(25)
１
１
５
２ 

     

■
春
の
テ
ニ
ス
教
室
を
開
催 

日
時 

５
月
10
日
か
ら
６
月
28 

 

 

日
ま
で
の
毎
週
木
曜
日 

全
８ 

 

 

回 

午
後
７
時
〜
９
時 

会
場 

若
泉
第
１
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

対
象 

高
校
生
以
上 

定
員 

20
人 

参
加
費 

３
、
０
０
０
円 

用
意 

テ
ニ
ス
シ
ュ
ー
ズ
、
ラ
ケ
ッ 

ト 
 

講
師 

市
テ
ニ
ス
協
会
指
導
者 

申
込 

４
月
23
日
㈪
か
ら
電
話
ま 

た
は
直
接
左
記
へ 

★
体
育
課
5
(25)
１ 

１
５
２ 

 

■
市
長
杯
争
奪
市
民
イ
ン
デ 

ィ
ア
カ
大
会
を
開
催 

日
時 

５
月
20
日
㈰ 

 
 

受
付 

午
前
８
時
30
分
〜 

 
 

開
始 

午
前
９
時
〜 

会
場 

市
民
体
育
館 

参
加
資
格 

女
子
チ
ー
ム
ま
た
は

混
合
チ
ー
ム 

参
加
費 

 

協
会
加
盟
チ
ー
ム
１
、
０
０
０
円 

 

一
般
チ
ー
ム 

 
３
、
０
０
０
円 

申
込
お
よ
び
抽
選 
５
月
９
日
㈬

午
後
７
時
30
分
か
ら
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
て
組
み
合

わ
せ
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。
参

加
希
望
チ
ー
ム
は
参
加
費
を
持

参
の
う
え
抽
選
会
に
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。 

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
イ
ン
デ
ィ
ア

カ
協
会
・
篠
塚
洋
子
（
5
（２４）
３

４
４
７
）
へ 

 

■
市
民
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催 

日
時 

５
月
16
日
㈬ 

 
 

受
付 

７
時
30
分
〜 

 
 

競
技
開
始 

８
時
〜 

会
場 

上
里
ゴ
ル
フ
場 

参
加
資
格 

市
内
在
住
・
在
勤
・ 

在
学
者 

定
員 

１
５
０
人 

費
用 

・
参
加
費 

 
 

４
、
０
０
０
円 

・
年
会
費 

 
 

１
、
０
０
０
円 

・
プ
レ
ー
費 

 

５
、
５
０
０
円 

 
 
 
 

（
昼
食
代
等
を
含
む
） 

申
込 

５
月
６
日
㈰
ま
で
に
市
民 

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
・
福
地
（
5
（21） 

２
１
１
１
）
へ 

※
組
み
合
わ
せ
等
は
大
会
の
１
週 

間
前
ご
ろ
に
決
定
し
ま
す
。 

 

■
市
民
少
林
寺
拳
法
大
会
を

開
催 

日
時 

５
月
20
日
㈰ 

 
 

受
付 

午
後
０
時
30
分
〜 

 
 

開
会
式 

午
後
１
時
〜 

会
場 

武
道
館 

参
加
資
格 

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
者 

種
目 

少
林
寺
拳
法
演
武
の
部 

参
加
費 

１
、
０
０
０
円 

申
込 

５
月
18
日
㈮
ま
で
に
少

林
寺
拳
法
本
庄
支
部
・
六
郎
田

健
三
（
5
（２２）
４
０
０
１
）
へ 

青だけど 車はわたしを

見てるかな  
 

 

 

 

青しんごうでも左右をかくにんしよう 

 

～図書館だより～ 

★図書館(本館) 5(24)３７４６ 

◎５月のミニ移動図書館 

南 小 ８日㈫・22日㈫ 

旭 小 15 日㈫・29 日㈫ 

午後１時 20 分 

～３時 30 分

東 小 
２日㈬・16 日㈬・ 

30 日㈬ 

仁手小 ９日㈬・23日㈬ 

北泉小 10 日㈭・24 日㈭ 

中央小 17 日㈭ 

藤田小 18 日㈮ 

午後１時 30 分 

～３時 30 分

本泉小 11 日㈮・25 日㈮ 
午後２時 

～３時 30 分

寿楽園 18 日㈮ 

本庄市保健

センター 
31 日㈭ 

午前 10 時 30 分 

～11 時 30 分

※旭小の運行時間は、5 月から南小と同じ午後１時 20 分から

３時 30分になります。 


